
五　管　区　水　路　通　報

第　39　号

第 328項   　瀬戸内海　−　家島諸島、男鹿島付近　　魚礁設置
第 327項   　阪神港　−　大阪区、第5区及び第6区　　掘下げ作業終了
第 326項   　紀伊水道　−　南方　　射撃訓練中止
第 325項   　四国南岸　−　高知港　　水門完成
第 324項   　阪神港　−　堺泉北区及び付近　　海洋調査
第 323項   　阪神港　−　神戸区、第4区　　桟橋一部撤去
第 322項   　瀬戸内海　−　淡路島、室津港北西方　　魚礁設置
第 321項   　紀伊水道南方　−　射撃訓練

  ２０２５年３２８項      瀬戸内海　−　家島諸島、男鹿島付近　　魚礁設置
　五管区水路通報7年28号231項削除
　加島南方において、魚礁(捨石)が設置された。
　位　置　　34-37-43N  134-35-13E 付近
　海　図　　Ｗ１１１３−Ｗ１５０Ｂ−Ｗ１０６(ＪＰ共)
　出　所　　五本部海洋情報部

            

  ２０２５年３２７項      阪神港　−　大阪区、第5区及び第6区　　掘下げ作業終了
　五管区水路通報7年30号245項削除
　大阪航路付近における掘下げ作業は完了した。
　区　域　　下記4地点により囲まれる区域
　　　　　　　(1)  34-38-11N  135-23-30E
　　　　　　　(2)  34-38-07N  135-23-33E
　　　　　　　(3)  34-38-03N  135-23-26E
　　　　　　　(4)  34-38-08N  135-23-21E
　海　図　　Ｗ１２３−Ｗ１１０３



　出　所　　五本部海洋情報部

            

  ２０２５年３２６項      紀伊水道　−　南方　　射撃訓練中止
　五管区水路通報7年37号309項削除
　巡視艇による射撃訓練は中止された。
　海　図　　Ｗ７７(ＪＰ共)
　出　所　　六本部警備救難部

            

  ２０２５年３２５項      四国南岸　−　高知港　　水門完成
　港湾合同庁舎付近において、水門が完成した。
　区　域　　33-32-26N  133-33-10E 付近
　海　図　　Ｗ１１０



　出　所　　五本部海洋情報部

            

  ２０２５年３２４項      阪神港　−　堺泉北区及び付近　　海洋調査
　堺泉北区及び付近において、掃海艇「あおしま」(510トン)または「みやじま」(510トン)による
　海洋調査が実施される。
　期　間　　令和7年10月18日0700〜1800
　区　域　　下記4地点により囲まれる区域
　　　　　　　(1)  34-36.1N  135-17.7E
　　　　　　　(2)  34-36.1N  135-19.8E
　　　　　　　(3)  34-33.1N  135-19.8E
　　　　　　　(4)  34-33.1N  135-17.7E
　備　考　　ROV(有線式無人潜水探査機)による作業を実施（最大で半径150mの円内）
　　　　　　ROV(有線式無人潜水探査機)作業時は警戒船を配備
　海　図　　Ｗ１１１０−Ｗ１１０３−Ｗ１５０Ａ
　出　所　　阪神港長

            

  ２０２５年３２３項      阪神港　−　神戸区、第4区　　桟橋一部撤去
　五管区水路通報7年30号246項削除
　シェルルブリカンツジャパン前面付近において、桟橋の一部(沖側)が撤去された。
　区　域　　下記2地点を結ぶ線上
　　　　　　　(1)  34-38-34.4N  135-08-31.6E
　　　　　　　(2)  34-38-33.3N  135-08-32.4E
　備　考　　上記(1)地点に標識灯(黄)を設置
　海　図　　Ｗ１０１Ｂ



　出　所　　五本部海洋情報部

            

  ２０２５年３２２項      瀬戸内海　−　淡路島、室津港北西方　　魚礁設置
　室津港北西方において、コンクリート魚礁(高さ最大約3m)が62基設置された。
　区　域　　34-33-18N  134-50-19E 付近
　海　図　　Ｗ１３１−Ｗ１５０Ａ−Ｗ１５０Ｂ−Ｗ１０６(ＪＰ共)
　出　所　　五本部海洋情報部

            

  ２０２５年３２１項      紀伊水道南方　−　射撃訓練
　自衛隊航空機による水上射撃訓練が実施される。
　期　間　　令和7年10月25日〜31日 0700〜2100
　区　域　　33-30-12N  134-49-50Eを中心とする半径5海里の円内
　海　図　　Ｗ７７(ＪＰ共)



　出　所　　防衛省

            


